
 

  

第４ 三類感染症 

１ コレラ 

（１）定義 

コレラ毒素(ＣＴ)産生性コレラ菌（Vibrio cholerae Ｏ1）又は V. cholerae Ｏ139 による

急性感染性腸炎である。 

（２）臨床的特徴 

潜伏期間は数時間から５日、通常１日前後である。近年のエルトールコレラは軽症の水様性

下痢や軟便で経過することが多いが、まれに“米のとぎ汁”様の便臭のない水様便を１日数リ

ットルから数十リットルも排泄し、激しい嘔吐を繰り返す。 

その結果、著しい脱水と電解質の喪失、チアノーゼ、体重の減少、頻脈、血圧の低下、皮膚

の乾燥や弾力性の消失、無尿、虚脱などの症状、及び低カリウム血症による腓腹筋（ときには

大腿筋）の痙攣がおこる。胃切除を受けた人や高齢者では重症になることがあり、また死亡例

もまれにみられる。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からコレラが疑われ、

かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、コレラ患者と診断した場合には、法第１２条

第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

鑑別を必要とする疾患は、食中毒、その他の感染性腸炎である。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、コレラの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定に

よる届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、コレラが疑

われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、コレラにより死亡したと判断した場合

には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、コレラによ

り死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければ

ならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌における

①、②いずれかによるコレラ毒素の確認 

①毒素産生の確認 

②ＰＣＲ法による毒素遺伝子の検出 

便 



 

  

２ 細菌性赤痢 

（１）定義 

赤痢菌（Shigella dysenteriae、S.flexneri、S.boydii、S.sonnei ）の経口感染で起こる

急性感染性大腸炎である。 

（２）臨床的特徴 

潜伏期は１～５日（大多数は３日以内）。主要病変は大腸、特にＳ状結腸の粘膜の出血性化

膿性炎症、潰瘍を形成することもある。 

このため、発熱、下痢、腹痛を伴うテネスムス（tenesmus；しぶり腹－便意は強いがなかな

か排便できないこと）、膿・粘血便の排泄などの赤痢特有の症状を呈する。近年、軽症下痢あ

るいは無症状に経過する例が多い。症状は一般に成人よりも小児の方が重い。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から細菌性赤痢が疑

われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、細菌性赤痢患者と診断した場合には、

法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

鑑別を必要とする疾患は、カンピロバクター、赤痢アメーバ、腸管出血性大腸菌等によ

る他の感染性腸炎である。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、細菌性赤痢の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規

定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、細菌性赤痢

が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、細菌性赤痢により死亡したと判断

した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、細菌性赤痢

により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけ

ればならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 便 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

３ 腸管出血性大腸菌感染症 

（１）定義 

ベロ毒素（Verotoxin ,VT）を産生する腸管出血性大腸菌（enterohemorrhagic E.coli,EHEC、

Shigatoxin-producing E. coli ,STEC など）の感染によって起こる全身性疾病である。 

（２）臨床的特徴 

臨床症状は、一般的な特徴は腹痛、水様性下痢及び血便である。嘔吐や３８℃台の高熱を伴

うこともある。 

さらにベロ毒素の作用により溶血性貧血、急性腎不全を来し、溶血性尿毒症症候群 

( Hemolytic Uremic Syndrome, ＨＵＳ) を引き起こすことがある。小児や高齢者では痙攣、

昏睡、脳症などによって致命症となることがある。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から腸管出血性大腸

菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腸管出血性大腸菌感染症

患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならな

い。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、腸管出血性大腸菌感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２

条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腸管出血性

大腸菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腸管出血性大腸菌感

染症により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わ

なければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腸管出血性

大腸菌感染症により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直

ちに行わなければならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌における次の①､②いずれか

によるベロ毒素の確認 

①毒素産生の確認 

②ＰＣＲ法等による毒素遺伝子の検出 

便 

 

ベロ毒素の検出（ＨＵＳ発症例に限る） 

Ｏ抗原凝集抗体又は抗ベロ毒素抗体の検出（ＨＵＳ発症例に限る） 血清 



 

  

４ 腸チフス 

（１）定義 

チフス菌（Salmonella  serovar  Typhi）の感染による全身性疾患である。 

（２）臨床的特徴 

潜伏期間は７～１４日で発熱を伴って発症する。 

患者、保菌者の便と尿が感染源となる。 

３９℃を超える高熱が 1週間以上も続き、比較的徐脈、バラ疹、脾腫、下痢などの症状を呈

し、腸出血、腸穿孔を起こすこともある。 

重症例では意識障害や難聴が起きることもある。無症状病原体保有者はほとんどが胆嚢内保

菌者であり、胆石保有者や慢性胆嚢炎に合併することが多く、永続保菌者となることが多い。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から腸チフスが疑わ

れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腸チフス患者と診断した場合には、法第

１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

鑑別を必要とする疾患は、パラチフス、マラリア、デング熱、Ａ型肝炎、つつが虫病、

チクングニア熱である。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、腸チフスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定

による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腸チフスが

疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腸チフスにより死亡したと判断した

場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腸チフスに

より死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけれ

ばならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 血液、骨髄液、便、尿、胆汁 

 



 

  

５ パラチフス 

（１）定義 

パラチフスＡ菌(Salmonella serovar Paratyphi A)の感染によって起こる全身性疾患である

（Salmonella Paratyphi B、Salmonella Paratyphi Cによる感染症はパラチフスから除外さ

れ、サルモネラ症として取り扱われる）。 

（２）臨床的特徴 

臨床的症状は、腸チフスに類似する。７～１４日の潜伏期間の後に３８℃以上の高熱が続く。

比較的徐脈、脾腫、便秘、時には下痢等の症状を呈する。症状は腸チフスと比較して、軽症の

場合が多い。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からパラチフスが疑

われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、パラチフス患者と診断した場合には、

法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

鑑別を必要とする疾患は、腸チフス、マラリア、デング熱、Ａ型肝炎、つつが虫病、チ

クングニア熱である。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、パラチフスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規

定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、パラチフス

が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、パラチフスにより死亡したと判断

した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、パラチフス

により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけ

ればならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 血液、骨髄液、便、尿、胆汁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


